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農
山
漁
村
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、「
農
山
漁
村
の
活

性
化
の
た
め
の
定
住
等
及
び
地
域
間

交
流
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
農
山

漁
村
活
性
化
法
）
」
が
、今
国
会
で
成

立
し
5
月
１６
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
農
林
水
産
省
で
は
、全
都
道
府
県

に
お
い
て
、県
、市
町
村
、農
林
漁
業

団
体
等
を
対
象
に
説
明
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

　
沖
縄
県
で
は
、6
月
5
日
（
火
）に

南
風
原
町
の
土
地
改
良
会
館
に
お
い

て
沖
縄
県
、市
町
村
、農
林
漁
業
団

体
等
約
1
4
0
人
が
参
加
し
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
説
明
会
に
は
、沖

縄
総
合
事
務
局
農
林
水
産
部
長
を

は
じ
め
農
林
水
産
省
農
山
漁
村
地

域
活
性
化
支
援
室
担
当
者
等
が
出

席
し
、農
山
漁
村
活
性
化
法
及
び
同

法
に
基
づ
く
活
性
化
計
画
等
の
概
要
、

交
付
金
の
仕
組
み
や
手
続
き
に
つ
い

て
関
係
者
に
説
明
し
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
、今
回
制
定
さ
れ
た
法
律
等
の

概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。 

    

　
人
口
の
減
少
、
高
齢
化
の
進
展
等

に
よ
り
農
山
漁
村
の
活
力
が
低
下
し

て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
農
山
漁

村
に
お
け
る
定
住
等
や
農
山
漁
村
と

都
市
と
の
地
域
間
交
流
の
促
進
に
よ

る
農
山
漁
村
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
活
性
化

計
画
に
係
る
制
度
を
創
設
す
る
と
と

も
に
、
当
該
計
画
を
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
交
付
金
を
交
付
す
る
処
置

等
を
講
ず
る
も
の
で
す
。 

   

　
国
は
、定
住
等
及
び
地
域
間
交
流

の
促
進
に
よ
る
農
山
漁
村
の
活
性
化

に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
ま

す
。 

    

　
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、単
独

で
又
は
共
同
し
て
、基
本
方
針
に
基
づ

き
、計
画
の
区
域
、計
画
の
目
標
、当

該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
実
施
す

る
次
に
掲
げ
る
事
業
、計
画
期
間
そ
の

他
の
事
項
を
定
め
た
活
性
化
計
画
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

①
農
林
漁
業
の
振
興
の
た
め
の
生
産

基
盤
及
び
施
設
の
整
備
に
関
す
る

事
業 

②
生
活
環
境
施
設（
排
水
処
理
施
設

等
）の
整
備
に
関
す
る
事
業 

③
地
域
間
交
流
の
拠
点
と
な
る
施
設

の
整
備
に
関
す
る
事
業 

 

   

　
国
は
、活
性
化
計
画
を
作
成
し
た

都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
、事

業
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た

め
、予
算
の
範
囲
内
で
、交
付
金
を
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

    

　
市
町
村
は
、施
設
用
地
の
確
保
の

た
め
、農
林
地
等
に
係
る
所
有
権
移

転
等
促
進
計
画
を
定
め
、農
地
法
上

の
転
用
手
続
き
を
円
滑
化
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。（
民
法
、不
動
産
登
記

法
の
特
例
。
但
し
、転
用
許
可
基
準
に

変
更
無
し
） 

    

　
活
性
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業

は
、市
民
農
園
整
備
促
進
法
に
基
づ

く
市
民
農
園
開
設
の
認
定
申
請
に
関

し
、簡
略
化
さ
れ
た
手
続
き
に
よ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 
○
交
付
金
の
特
徴

　
こ
の
交
付
金
で
は
、計
画
を
策
定
し

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
に
申
請
す
る
こ
と

で
、農
・
林
・
水
の
連
携
が
図
ら
れ
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
総
合
的
に
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

　
農
・
林
・
水
の
縦
割
り
な
く
、対
象

施
設
間
の
経
費
の
弾
力
的
運
用
、年

度
間
の
融
通
が
可
能
で
す
。 

ま
た
、地
域
の
創
意
工
夫
に
よ
る
独
自

の
提
案
メ
ニ
ュ
ー
も
支
援
し
ま
す
。 

 

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、農
山
漁

村
の
活
性
化
に
向
け
た
地
域
の
自
発

的
な
動
き
を
支
援
す
る
た
め
、農
林

水
産
部
土
地
改
良
課
内
に
関
係
課
担

当
者
を
構
成
員
と
す
る
農
山
漁
村
活

性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
交
付
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
チ
ー
ム
を
設
置
し
、こ
こ
を
窓
口
と

し
て
一
体
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。 

趣
旨

1

基
本
方
針
の
策
定

2

活
性
化
計
画
の
作
成

3

交
付
金
の
交
付

4

所
有
権
移
転
等
促
進

計
画
の
作
成

5

市
民
農
園
整
備
促
進
法

に
基
づ
く

手
続
き
の
円
滑
化

6

統一テーマ 地域活性化           

Ⅰ 農山漁村の活性化に向けて 
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制度の仕組み 

交　流   

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の活用事例及び効果イメージ 

目　的 

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の概要 

支援措置 交付金の特徴 

人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、 
農山漁村における定住等及び農山漁村と都市住民との地域間交流を促進するための 
措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図る。 

農林水産部 

Ⅰ．農山漁村の活性化に向けて 

都道府県又は市町村が単独で又は共同して作成 
 
（義務的記載事項） 
　①農林漁業の振興のための生産基盤 
　　及び施設の整備 
　②生活環境施設の整備 
　③地域間交流のための施設の整備 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等 
（任意的記載事項） 
　・農林漁業団体等が実施する事業 
　・農林地所有権等移転計画促進事業の 
　　実施に関する基本方針 

●交付金の交付 
　国は、地方公共団体に対
し、計画に基づく事業の
実施に要する経費に充て
るための交付金を交付 

●施設用地確保のため農林
地等の所有権移転促進等
の特例措置（農地法の許
可基準には変更なし） 

●市民農園整備促進法に基
づく手続きの簡略化 

市町村による施設用地確保のための 
所有権移転等促進計画の作成 

基本方針の策定（国）

活性化計画（都道府県又は市町村）の作成

農林漁業団体等

必要があると認めるとき 
 

提出 
●農・林・水の縦割りなく施
設を一気に整備 
 
●窓口のワンストップ化 
　（大臣官房に体制整備、沖
縄では沖縄総合事務局が窓
口） 
 
●対象施設間の経費の弾力的
運用、年度間の融通が可能 
 
●地域が提案するメニューも
支援 
 
●都道府県又は市町村への助
成 
（民間団体等へは間接助成） 
 
●法律上の事業とすることに
より、施設用地の確保、市
民農園の開設等の手続きが
簡素化 

活
性
化
計
画
作
成
の
提
案
 

直販施設 
↓

農 山 漁 家　所得の向上

○短期の観光・農林漁業体験 

二地域居住 

地域資源活用起業支援施設
（ダイビング施設） 

↓
インストラクターの雇用

○年に1～3ヶ月程度の滞在 
○平日は都会、休日は農山漁村 

定　住 

ＣＡＴＶ等の整備 
↓

 都市と同様の社会基盤 の下で
生活・仕事・都市への情報アクセス

○移住・ＵＪＩターン 
○既地域住民の安定 

地域活性化に資する基盤づくり
（○農業・林業・漁業生産基盤整備、○農業・林業・漁業生産施設整備 等）




